
令和２年１１月２６日提出 

令和２年１２月市議会定例会議案 

（その２ 議案第９５号から議案第１１９号まで） 

木 更 津 市 



 

令和２年１２月市議会定例会議案目録（その２） 

 

議 案 番 号 件        名 関 係 部 等 頁 

議案第９５号 令和２年度木更津市一般会計補正予算（第７号） 財 務 部 別冊 

議案第９６号 
令和２年度木更津市国民健康保険特別会計補正予算

（第３号） 
市 民 部 別冊 

議案第９７号 
令和２年度木更津市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号） 
市 民 部 別冊 

議案第９８号 
令和２年度木更津市介護保険特別会計補正予算（第３

号） 
福 祉 部 別冊 

議案第９９号 
令和２年度木更津市公設地方卸売市場特別会計補正予

算（第１号） 
経 済 部 別冊 

議案第１００号 人権擁護委員候補者の推薦について 総 務 部 １ 

議案第１０１号 人権擁護委員候補者の推薦について 総 務 部 ２ 

議案第１０２号 人権擁護委員候補者の推薦について 総 務 部 ３ 

議案第１０３号 
職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制

定について 
総 務 部 ４ 

議案第１０４号 
木更津市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 
総 務 部 ６ 

議案第１０５号 
木更津市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 
総 務 部 ７ 

議案第１０６号 
木更津市霊園の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 
環 境 部 ９ 

議案第１０７号 
木更津市道の構造の技術的基準を定める条例の一部を

改正する条例の制定について 
都 市 整 備 部 １１ 

議案第１０８号 
木更津市火災予防条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 
消 防 本 部 １３ 

議案第１０９号 財産（土地）の貸付について 総 務 部 １５ 



 

議案第１１０号 財産（建物）の貸付について 総 務 部 １６ 

議案第１１１号 木更津市自転車駐車場の指定管理者の指定について 市 民 部 １９ 

議案第１１２号 木更津市民総合福祉会館の指定管理者の指定について 福 祉 部 ２０ 

議案第１１３号 
木更津市身体障害者福祉センターの指定管理者の指定

について 
福 祉 部 ２１ 

議案第１１４号 
木更津市老人福祉センターの指定管理者の指定につい

て 
福 祉 部 ２２ 

議案第１１５号 木更津市霊園の指定管理者の指定について 環 境 部 ２３ 

議案第１１６号 木更津市火葬場の指定管理者の指定について 環 境 部 ２４ 

議案第１１７号 
木更津市立少年自然の家キャンプ場の指定管理者の指

定について 
教 育 部 ２５ 

議案第１１８号 市道路線の認定について 都 市 整 備 部 ２６ 

議案第１１９号 令和２年度木更津市下水道事業会計補正予算（第１号） 都 市 整 備 部 別冊 

 



議案第１００号 

   人権擁護委員候補者の推薦について 

 人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律第１

３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

住              所 氏    名 生 年 月 日  

□□□□□□□□□□ 武 田  正 次 □□□□□□□□□□ 

令和２年１１月２６日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

木更津市区域の人権擁護委員武田正次氏の任期満了に伴い、委員候補者の推薦依頼があったの

で、同氏を再度委員の候補者として法務大臣に対して推薦するため、議会の意見を求めるもので

ある。 
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議案第１０１号 

   人権擁護委員候補者の推薦について 

 人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律第１

３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

住              所 氏    名 生 年 月 日  

□□□□□□□□□□ 實 形  勢津子 □□□□□□□□□□ 

令和２年１１月２６日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

木更津市区域の人権擁護委員實形勢津子氏の任期満了に伴い、委員候補者の推薦依頼があった

ので、同氏を再度委員の候補者として法務大臣に対して推薦するため、議会の意見を求めるもの

である。 
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議案第１０２号 

   人権擁護委員候補者の推薦について 

 人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律第１

３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

住              所 氏    名 生 年 月 日  

□□□□□□□□□□ 石 川  侑 理 □□□□□□□□□□ 

令和２年１１月２６日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

木更津市区域の人権擁護委員栗原正和氏の任期満了に伴い、委員候補者の推薦依頼があったの

で、石川侑理氏を後任の委員の候補者として法務大臣に対して推薦するため、議会の意見を求め

るものである。 
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議案第１０３号 

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 

 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  令和２年１１月２６日提出 

                          木更津市長  渡 辺  芳 邦 

木更津市条例第  号 

   職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

 （職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 職員の給与に関する条例（昭和２６年木更津市条例第８号）の一部を次のように改正す

る。 

第１８条第２項及び第３項中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に改める。 

（特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正） 

第２条 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例（昭和４０年木更津市条例第９

号）の一部を次のように改正する。 

  第６条第２項中「１００分の２２０」を「１００分の２２２．５」に改める。 

 （木更津市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 

第３条 木更津市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２８年木更津市条例第２７号）

の一部を次のように改正する。 

  第８条第２項中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に、「１００分の１６５」

を「１００分の１６７．５」に改める。 

 （木更津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第４条 木更津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年木更津市条例第

１５号）の一部を次のように改正する。 

  第１３条第１項後段を削る。 

第２４条第１項中「、給与条例第１８条第２項中「１００分の１２５」とあるのは「１００

分の１３０」と」を削り、「合計額」とあるのは」を「合計額」とあるのは、」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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提案理由 

 令和２年の人事院勧告及び千葉県人事委員会勧告を踏まえ、本市の一般職の職員、特別職の職

員で常勤のもの及び会計年度任用職員の期末手当の支給率を改定するため、関係条例の整備をし

ようとするものである。 
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議案第１０４号 

木更津市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

木更津市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和２年１１月２６日提出 

                 木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

木更津市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例 

木更津市職員等の旅費に関する条例（昭和４０年木更津市条例第１１号）の一部を次のように

改正する。 

 第２条第１項第３号中「採用された職員」の次に「のうち、本市の要請により国家公務員又は

他の地方公共団体の職員から引き続いて職員となつたものその他市長が定める職員」を、「旧在

勤庁」の次に「から新在勤庁」を加える。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 職員の赴任に伴い支給される旅費について、支給の対象となる職員の範囲を明確にするため、

関係条文の整備をしようとするものである。 
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議案第１０５号 

木更津市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

木更津市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和２年１１月２６日提出 

                 木更津市長  渡 辺  芳 邦 

木更津市条例第  号 

木更津市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

木更津市職員の育児休業等に関する条例（平成４年木更津市条例第２号）の一部を次のように

改正する。 

第２条第３号中「（木更津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年木 

更津市条例第１５号）第２条に規定するパートタイム会計年度任用職員をいう。以下同じ。）」 

を削り、同号ア(イ)中「第２条の３第３号において」を「以下」に改め、「いう。）」の次に「 

（第２条の４の規定に該当する場合にあっては、２歳に達する日）」を加える。 

第２条の３第２号中「この条」の次に「及び次条」を加える。 

第２条の４を第２条の５とし、第２条の３の次に次の１条を加える。 

（育児休業法第２条第１項の条例で定める場合） 

第２条の４ 育児休業法第２条第１項の条例で定める場合は、１歳６箇月から２歳に達するまで

の子を養育するため、非常勤職員が当該子の１歳６箇月到達日の翌日（当該子の１歳６箇月到

達日後の期間においてこの条の規定に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする

育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定

職に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される

日）を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって、次の各号のいずれ

にも該当するときとする。 

⑴ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳６箇月到達日において育児休業をしてい

る場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の１歳６箇月到達日において地方等育児休業を

している場合 

⑵ 当該子の１歳６箇月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために

特に必要と認められる場合として任命権者が定める場合に該当する場合 

第３条第７号中「こと」の次に「又は第２条の４の規定に該当すること」を加える。 
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附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

提案理由 

 雇用保険法等の一部を改正する法律（平成２９年法律第１４号）の施行に伴い、非常勤職員の

子が２歳に達する日まで育児休業をすることができる場合を定める等のため、関係条文の整備を

しようとするものである。 
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議案第１０６号 

木更津市霊園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

木更津市霊園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和２年１１月２６日提出 

                          木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

木更津市霊園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

木更津市霊園の設置及び管理に関する条例（昭和６３年木更津市条例第３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第１０条の表普通墓地の項中 

「 

３平方メートル  を 

                                」 

「 

１．５平方メートル  

２平方メートル  に改める。 

３平方メートル  

                                」 

 第１８条ただし書を削り、同条各号列記以外の部分に後段として次のように加える。 

  この場合において、使用面積に１平方メートルに満たない端数があるときは、当該端数に係

る使用料は、１平方メートル当たりの金額に当該端数を乗じて得た額とする。 

 第１８条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、第１５条第１項又は第２項の規定により使用権を承継した場合又

は使用権を引継いだ場合は、使用料を徴収しない。 

 第２２条第１項に後段として次のように加える。 

  この場合において、使用面積に１平方メートルに満たない端数があるときは、当該端数に係

る管理手数料は、１平方メートル当たりの金額に当該端数を乗じて得た額とする。 

 第２５条第１項中「、現に一般墓地の使用許可を受けていない者であつて」を削り、同項第１

号中「本市に」を「現に一般墓地の使用許可を受けていない者であつて、本市に」に改め、同項
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第２号中「合葬式墓地の使用許可を受けようとする者と申請に係る焼骨が規則で定める関係にあ

るもの。」を「次に掲げる要件のいずれかに該当するもの」に改め、同号に次のように加える。 

  ア 現に一般墓地の使用許可を受けていない者であつて、合葬式墓地の使用許可を受けよう

とする者と申請に係る焼骨が規則で定める関係にあるもの 

  イ 申請に係る焼骨につき戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）第８７条第１項に規定する

死亡の届出義務者となる者及び同条第２項に掲げる者に該当するもの（合葬式墓地の使用

許可を受けようとする者と申請に係る焼骨が規則で定める関係にあるものを除く。） 

   附 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、第１８条及び第２２条の改正規定は、

公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 一般墓地の既存の区画を需要の多い小さな区画に再編成するため、並びに合葬式墓地の使用者

の資格に焼骨に係る死亡の届出義務者及び死亡の届出ができる者を追加する等のため、関係条文

の整備をしようとするものである。 
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議案第１０７号 

木更津市道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

木更津市道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和２年１１月２６日提出 

                          木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

木更津市道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例 

木更津市道の構造の技術的基準を定める条例（平成２４年木更津市条例第３７号）の一部を次 

のように改正する。 

 第２条第２項中「停車帯」」の次に「、「自転車通行帯」」を加え、「交通計画量」を「計画 

交通量」に改める。 

 第４条第１項中「停車帯」の次に「、自転車通行帯」を加え、同条第５項本文中「車道」の次

に「（自転車通行帯を除く。）」を加える。 

 第６条第２項中「副道」の次に「（自転車通行帯を除く。）」を加える。 

 第８条の次に次の１条を加える。 

 （自転車通行帯） 

第８条の２ 自動車及び自転車の交通量が多い第３種又は第４種の道路（自転車道を設ける道路

を除く。）には、車道の左端寄り（停車帯を設ける道路にあっては、停車帯の右側。次項にお

いて同じ。）に自転車通行帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由に

よりやむを得ない場合においては、この限りでない。 

２ 自転車の交通量が多い第３種若しくは第４種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第

３種若しくは第４種の道路（自転車道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。）には、

安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、車道

の左端寄りに自転車通行帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によ

りやむを得ない場合においては、この限りでない。 

３ 自転車通行帯の幅員は、１．５メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他

の特別の理由によりやむを得ない場合においては、１メートルまで縮小することができる。 

４ 自転車通行帯の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。 

第９条第１項中「又は第４種の道路」を「（第４級及び第５級を除く。次項において同じ。）
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又は第４種（第３級及び第４級を除く。同項において同じ。）の道路で設計速度が１時間につき

６０キロメートル以上であるもの」に改め、同条第２項中「道路（」を「道路で設計速度が１時

間につき６０キロメートル以上であるもの（」に改める。 

第１０条第１項中「自転車道」の次に「又は自転車通行帯」を加える。 

第１１条第１項中「自転車道」の次に「若しくは自転車通行帯」を加える。 

第３１条第３号中「車道」の次に「（自転車通行帯を除く。）」を加える。 

第４０条中「第８条」の次に「、第８条の２第３項」を加える。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際、現に新設又は改築の工事中（新設又は改築の工事の設計に係る契約を

締結したものを含む。）の第３種又は第４種の道路については、この条例による改正後の木更

津市道の構造の技術的基準を定める条例第８条の２並びに第９条第１項及び第２項の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 

提案理由 

 道路構造令の一部を改正する政令（平成３１年政令第１５７号）の施行に伴い、関係条文の整

備をしようとするものである。 
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議案第１０８号 

木更津市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 

木更津市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和２年１１月２６日提出 

                         木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

木更津市火災予防条例の一部を改正する条例 

木更津市火災予防条例（昭和３７年木更津市条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

 第８条の３第１項中「第４４条第１０号」を「第４４条第１１号」に改める。 

 第１１条の２第１項中「変圧して、」の次に「電気自動車等（」を、「原動機付自転車をいう」 

の次に「。第１２号において同じ。）をいう」を加え、「５０キロワット」を「２００キロワッ

ト」に改め、同項中第１４号を第１８号とし、第１３号を第１７号とし、同項第１２号イ中「。

また、異常な高温となつた場合には、急速充電設備を自動的に停止させること」を削り、同号に

次のように加える。 

ウ 温度の異常を自動的に検知する構造とし、異常な高温又は低温を検知した場合には、急

速充電設備を自動的に停止させること。 

エ 制御機能の異常を自動的に検知する構造とし、制御機能の異常を検知した場合には、急

速充電設備を自動的に停止させること。 

 第１１条の２第１項中第１２号を第１６号とし、同号の前に次の３号を加える。 

⒀ コネクター（充電用ケーブルを電気自動車等に接続するための部分をいう。以下この号に

おいて同じ。）について、操作に伴う不時の落下を防止する措置を講ずること。ただし、コ

ネクターに十分な強度を有するものにあつては、この限りでない。 

 ⒁ 充電用ケーブルを冷却するため液体を用いるものにあつては、当該液体が漏れた場合に、

漏れた液体が内部基板等の機器に影響を与えない構造とすること。また、充電用ケーブルを

冷却するために用いる液体の流量及び温度の異常を自動的に検知する構造とし、当該液体の

流量又は温度の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずる

こと。 

 ⒂ 複数の充電用ケーブルを有し、複数の電気自動車等に同時に充電する機能を有するものに

あつては、出力の切替えに係る開閉器の異常を自動的に検知する構造とし、当該開閉器の異
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常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。 

 第１１条の２第１項中第１１号を第１２号とし、第７号から第１０号までを１号ずつ繰り下げ、

同項第６号中「電気を動力源とする自動車等」を「電気自動車等」に改め、同号を同項第７号と

し、同項第５号中「電気を動力源とする自動車等」を「電気自動車等」に改め、同号を同項第６

号とし、同項第４号中「電気を動力源とする自動車等」を「電気自動車等」に改め、同号を同項

第５号とし、同項中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号を第２号とし、同号の前

に次の１号を加える。 

 ⑴ 急速充電設備（全出力５０キロワット以下のもの及び消防長が認める延焼を防止するため

の措置が講じられているものを除く。）を屋外に設ける場合にあつては、建築物から３メー

トル以上の距離を保つこと。ただし、不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないも

のに面するときは、この限りでない。 

 第４４条第１４号中「充てん」を「充填」に改め、同号を同条第１５号とし、同条中第１３号

を第１４号とし、第１０号から第１２号までを１号ずつ繰り下げ、第９号の次に次の１号を加え

る。 

 ⑽ 急速充電設備（全出力５０キロワット以下のものを除く。） 

  附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている急速充電設備に係るこの条

例による改正後の木更津市火災予防条例第１１条の２第１項に規定する位置、構造及び管理に

関する基準の適用については、なお従前の例による。 

 

 

 

提案理由 

対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関

する基準を定める省令の一部を改正する省令（令和２年総務省令第７７号）の施行に伴い、関係

条文の整備をしようとするものである。 
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議案第１０９号 

   財産（土地）の貸付について 

 市は、次の土地を適正な対価なくして貸付する。 

  令和２年１１月２６日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦   

１ 土地の表示 

   所   在  木更津市下郡６４６番１、６４８番、６４９番、６５０番２、１８７７番、

１８７８番、１８７９番、１８８３番１、１８８３番２、１８８３番３、

１８８３番４、１８８３番５、１８８４番１、１８８４番２、１８８５番

１、１８８５番２、１８８６番１、１８８６番２、１８８６番３、１８８

７番３、１８８７番４、１８９０番１、１８９０番２、１８９０番５、１

８９０番８ 

地   目  学校用地 

地   積  １７，６４６．００㎡ 

２ 貸付の金額  年額２，３４８，２８０円 

３ 貸付の期間  貸付開始日から１０年間 

４ 貸付の相手方  東京都港区芝五丁目３４番６号 

          株式会社コスモスイニシア 

          代表取締役 髙智 亮大朗 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 木更津市立富岡小学校跡地の活用に伴い、市が保有する財産（土地）を適正な対価なくして貸

付することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定によ

り、議会の議決を得ようとするものである。 
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議案第１１０号 

   財産（建物）の貸付について 

 市は、次の建物を適正な対価なくして貸付する。 

  令和２年１１月２６日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦   

１ 建物の表示 

 物件１ 

   種   類  小学校（東校舎） 

   所   在  木更津市下郡１８８６番地 

   構   造  鉄筋コンクリート造２階建 

   延 床 面 積  ６２９．３４㎡ 

 物件２ 

   種   類  小学校（西校舎） 

   所   在  木更津市下郡１８８６番地 

   構   造  鉄筋コンクリート造３階建 

   延 床 面 積  １，７０８．９０㎡ 

 物件３ 

   種   類  屋内運動場 

   所   在  木更津市下郡１８８６番地 

   構   造  鉄骨造平屋建 

   延 床 面 積  ４０１．４０㎡ 

 物件４ 

   種   類  倉庫 

   所   在  木更津市下郡１８８６番地 

   構   造  木造平屋建 

   延 床 面 積  ３３．１２㎡ 

 物件５ 

   種   類  体育器具庫 

   所   在  木更津市下郡１８８６番地 
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   構   造  木造平屋建 

   延 床 面 積  ３３．１２㎡ 

 物件６ 

   種   類  プロパン庫 

   所   在  木更津市下郡１８８６番地 

   構   造  コンクリートブロック造平屋建 

   延 床 面 積  ８．８３㎡ 

 物件７ 

   種   類  便所 

   所   在  木更津市下郡１８８６番地 

   構   造  木造平屋建 

   延 床 面 積  ９．４５㎡ 

 物件８ 

   種   類  プール付属室（更衣室） 

   所   在  木更津市下郡１８８６番地 

   構   造  木造平屋建 

   延 床 面 積  ５６．００㎡ 

 物件９ 

   種   類  プール付属室（機械室） 

   所   在  木更津市下郡１８８６番地 

   構   造  コンクリートブロック造平屋建 

   延 床 面 積  １４．００㎡ 

２ 貸付の金額  無償 

３ 貸付の期間  貸付開始日から１０年間 

４ 貸付の相手方  東京都港区芝五丁目３４番６号 

          株式会社コスモスイニシア 

          代表取締役 髙智 亮大朗 
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提案理由 

 木更津市立富岡小学校跡地の活用に伴い、市の所有する財産（建物）を適正な対価なくして貸

付することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定によ

り、議会の議決を得ようとするものである。 
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議案第１１１号 

木更津市自転車駐車場の指定管理者の指定について 

指定管理者を次のとおり指定する。 

令和２年１１月２６日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦   

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び所在地 

木更津駅西口第１自転車駐車場   木更津市富士見一丁目１９３番５ 

木更津駅西口第２自転車駐車場   木更津市富士見一丁目１９３番７ 

木更津駅西口第３自転車駐車場   木更津市富士見一丁目３９２番８ 

木更津駅東口第１自転車駐車場   木更津市富士見一丁目８６３番６ 

木更津駅東口第２自転車駐車場   木更津市富士見一丁目４０８番８ 

木更津駅東口第３自転車駐車場   木更津市富士見一丁目４０７番５ 

木更津駅東口第４自転車駐車場   木更津市大和一丁目１１番２ 

木更津駅東口第５自転車駐車場   木更津市富士見一丁目２０６番４ 

岩根駅西口第１自転車駐車場    木更津市岩根三丁目４６１１番８ 

２ 指定管理者となる団体 

東京都中央区八丁堀一丁目２番８号 

友輪株式会社 

代表取締役 田雑 重信 

３ 指定の期間 

  令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

提案理由 

木更津市自転車駐車場の指定管理者を指定しようとするため、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を得ようとするものである。 

19



議案第１１２号 

木更津市民総合福祉会館の指定管理者の指定について 

指定管理者を次のとおり指定する。 

令和２年１１月２６日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦 

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び所在地 

木更津市民総合福祉会館 

木更津市潮見二丁目９番地 

２ 指定管理者となる団体 

木更津市潮見二丁目９番地 

社会福祉法人木更津市社会福祉協議会 

会長 滝口 君江 

３ 指定の期間 

令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 木更津市民総合福祉会館の指定管理者を指定しようとするため、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を得ようとするものである。 
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議案第１１３号 

木更津市身体障害者福祉センターの指定管理者の指定について 

指定管理者を次のとおり指定する。 

令和２年１１月２６日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦   

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び所在地 

木更津市身体障害者福祉センター 

木更津市潮見二丁目９番地 

２ 指定管理者となる団体 

  木更津市潮見二丁目９番地 

  社会福祉法人木更津市社会福祉協議会 

  会長 滝口 君江 

３ 指定の期間 

  令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

木更津市身体障害者福祉センターの指定管理者を指定しようとするため、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を得ようとするものである。 
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議案第１１４号 

木更津市老人福祉センターの指定管理者の指定について 

指定管理者を次のとおり指定する。 

令和２年１１月２６日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦   

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び所在地 

木更津市老人福祉センター 

木更津市十日市場８２６番地 

２ 指定管理者となる団体 

  木更津市潮見二丁目９番地 

  社会福祉法人木更津市社会福祉協議会 

  会長 滝口 君江 

３ 指定の期間 

  令和３年４月１日から令和６年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

木更津市老人福祉センターの指定管理者を指定しようとするため、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を得ようとするものである。 
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議案第１１５号 

木更津市霊園の指定管理者の指定について 

指定管理者を次のとおり指定する。 

令和２年１１月２６日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦  

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び所在地 

木更津市霊園 

木更津市矢那３７１１番地 

２ 指定管理者となる団体 

木更津市東太田四丁目１８番８号 

  木更津造園建設業協同組合 

  代表理事 山田 孝雄 

３ 指定の期間 

  令和３年４月１日から令和６年３月３１日まで 

提案理由 

木更津市霊園の指定管理者を指定しようとするため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を得ようとするものである。 
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議案第１１６号 

   木更津市火葬場の指定管理者の指定について 

 指定管理者を次のとおり指定する。 

令和２年１１月２６日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦   

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び所在地 

木更津市火葬場 

木更津市大久保８４０番地の３ 

２ 指定管理者となる団体 

茨城県龍ケ崎市中根台四丁目１０番地１ 

  タカラビルメン株式会社 

  代表取締役 中込 太郎 

３ 指定の期間 

  令和３年４月１日から令和４年１１月３０日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

木更津市火葬場の指定管理者を指定しようとするため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を得ようとするものである。 
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議案第１１７号 

木更津市立少年自然の家キャンプ場の指定管理者の指定について 

指定管理者を次のとおり指定する。 

令和２年１１月２６日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦   

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び所在地 

木更津市立少年自然の家キャンプ場 

木更津市真里谷５３４３番地８ 

２ 指定管理者となる団体 

木更津市真里谷５１５０番地 

一般社団法人城山会 

代表理事 佐久間 政昭 

３ 指定の期間 

  令和３年４月１日から令和６年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

木更津市立少年自然の家キャンプ場の指定管理者を指定しようとするため、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を得ようとするものであ

る。 
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議案第１１８号 

市道路線の認定について 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により、木更津市道路線を次のとお

り認定する。 

  令和２年１１月２６日提出 

木更津市長  渡 辺 芳 邦  

整理 

番号 
路 線 名  

起 点 

終 点 

１ 
市  道 
１３４８ 
号  線 

中島字越巻２３７８番１０地先 

中島字出戸１２２４番７地先 

２ 
市  道 
２５０３ 
号  線 

高柳字西ノ谷２０８０番５地先 

高柳字西ノ谷２０８０番８地先 

３ 
市  道 
３３２１ 
号  線 

長須賀字金鈴８４２番５地先 

長須賀字金鈴８４２番８地先 

４ 
市  道 
３３２２ 
号  線 

長須賀字南２４２３番６地先 

長須賀字南２４２３番１１地先 

提案理由 

 開発行為により築造された道路を市道に認定するため、道路法（昭和２７年法律第１８０号）

第８条第２項の規定により、議会の議決を得ようとするものである。 
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